
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 7月 14日 第 28‐11号 

       
④ページ    

 

 ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）        ⑦ページ 

           ⑤公用車（普通乗用車）をお売りします              
  
不要になった公用車を、公売（せり売り）にてお売りします。日本国内に住所を有する個人の

方、所在を有する法人の方が対象です。ぜひ公売にご参加ください。 

詳細については、公告文に記載されていますので、ご参照ください。公告文については、市 

ホームページでも閲覧できます。 

契約件名 28資物売第 2号 公用車売払い 

公売物品の詳細 物品名 普通乗用車（トヨタ・クラウン） 

保管場所 笠間市役所本所 

登録年 平成 15年 

総排気量 2.99リットル 

乗車定員 5人 

走行距離 151,622km（4月末時点） 

車検 無し 

特記事項 スタッドレスタイヤ有 

最低金額 35,000円（税抜き） 

参加資格 ・日本国内に住所を有する個人または所在を有する法人 

・市町村税に未納が無いこと 

申込方法 8月 18日（木）午後 5時（必着）までに、資産経営課までお申し込みください。 

※未納のない証明（原本）が必要です 

日時 8月 22日（月）午後 2時 

会場 笠間市役所本所 教育棟 2階 2-4会議室 

契約担当 総務部資産経営課 施設グループ（笠間市役所本所 教育棟 1階④番窓口） 

※今回の公売は、せり売りで執行します。せり売りとは、英語で「オークション」と呼ばれ、参 

加者が品物の購入金額を宣言して、最終的に最も高い金額を提示した方が、宣言金額で購入で 

きる仕組みです。執行方法については、公告文をご参照ください。 

問 資産経営課（内線 571） 

      ⑥平成 28年「夏の交通事故防止県民運動」を実施します        
  
夏の開放感、暑さや行楽の疲労などによる交通事故の多発が懸念されるため、交通事故防止の

徹底を図ることを目的に、夏の交通事故防止県民運動を行います。 

市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、

交通事故を防止しましょう。 

【スローガン】 「気をつけて 子供に自転車 お年寄り」 

【運動の重点】 (1)歩行者（特に子供と高齢者）の保護 

(2)飲酒運転・スピード違反・疲労による運転等の防止 

(3)自転車の安全利用の推進 

【運動の期間】 7月 20日（水）～7月 31日（日） 

※笠間市では、関係機関・団体・企業等と合同で、7月 20日（水）午後 4時 30分から国道 355 

号バイパス土師交差点にてドライバーへの「啓発キャンペーン」を実施します。その後「飲酒 

運転撲滅キャンペーン」として飲食店の訪問を行います。 

問 市民活動課（内線 135） 

 

           ⑭健康体操教室の参加者を募集します                  
  
運動不足は生活習慣病を招く原因のひとつです。「普段の生活に運動を取り入れたい」、「効果

的な運動について知りたい」などとお考えの方、ぜひこの機会に一緒に体を動かしませんか？体

を動かすことを習慣化し、健康な体をつくりましょう。 

日時 9月 7日（水）～11月 16日（水） 毎週水曜日（全 11回）午前 10時 15分～11時 45分 

会場 ゆかいふれあいセンター（スタジオ）（笠間市長兎路仁古田入会地 1-171） 

内容 筋力トレーニング・バランスエクササイズなど 

講師 マスタークラブインストラクター等 

対象 市内在住の 30歳～64歳の方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選）※初回参加者を優先します。 

参加費 無料 

申込方法 電話または窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 8月 22日（月） 

※健康体操の初日と最終日には、簡単な体力測定を行います。 

※同時期に行っている笠間保健センター、友部保健センターの健康体操は、重複してお申し込み 

はできません。 

申・問 友部保健センター ℡ 0296-77-9145  

        ⑬花と緑のまちなみコンテストの応募者を募集します            
  
笠間市民憲章推進協議会健康都市づくり実践活動委員会では、花と緑のある美しいまちづくり

を推進するため、笠間市内の家庭や街の中の花と緑を題材とした写真を募集し、コンテストを実

施します。 

部門 ①個人部門 ②団体・企業部門 

対象 市内に居住する個人、または市内に事務所を有する団体等 

応募条件 応募者自ら花壇等の植込み管理一切を行っていることを条件とします。 

     形式は花壇、室外のフラワーポット、ハンギングバスケット等、「花と緑」にある程度 

まとまりのあるものであれば参加できます。花壇等と一体になったグリーンカーテンに 

ついても対象とします。花壇等の設置そのものを業とする場合は対象外とします。 

審査・賞品 審査発表は 9月に行います。目的部門別に最優秀賞 1点、優秀賞 2点を決定します。 

       また、ご応募いただいた方全員に参加賞を差し上げます。 

      【最優秀賞】1万円の商品券 【優秀賞】5千円の商品券 

応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、カラー写真を添えて、郵送、メールまたは直接お申し 

込みください。 

【写真の枚数】  2枚以上 5枚以内（遠景および近景の写真） 

【写真のサイズ】 L版または 2L版 

※A4用紙にプリントアウトしたものでも構いません。 

応募締切 8月 31日（水）必着 

申・問 笠間市民憲章推進協議会事務局：市民活動課内（内線 133） メール info@city.kasama.lg.jp  

〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 


